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１ 重層的支援体制整備事業について 

  

重層的支援体制整備事業創設の背景及び事業の概要 

近年、少子高齢化や少人数世帯の増加、家族機能の脆弱化などにより、高齢の親と 50 代のひき

こもり状態の子が同居している中で起こる「８０５０問題」や、親の介護と育児が同じ時期に重なる

「ダブルケア」といった、 複雑化・ 複合化した課題を抱える世帯が見られるなど、家庭を取り巻く環

境は、大きく変化しています。 

また、人口の減少、非正規雇用の拡大、コミュニティ機能の低下など、社会構造の変化を背景とし

て地域における結び付きが弱まり、社会的孤立や生活困窮者の増加など、課題が深刻化しているケ

ースが見られます。従来の支援体制では、必要な支援が届かない現状に対応するため、課題を抱え

る人たちを包括的に受け止める体制の整備が求められています。 

国では、社会福祉法に基づき、令和 3 年 4 月に重層的支援体制整備事業を創設しました。 

この事業は、市町村において、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支

援体制を整備するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」の３

つの支援を柱とし、これら３つの支援を一層効果的・円滑に実施するために、多機関協働による支援、

アウトリーチ等を通じた継続的支援を新たな機能として強化し、これらの事業を一体的に実施するこ

ととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 上位概念 

中位概念 

事業 

「地域共生社会」の実現 

「包括的支援体制」の構築 

重層的支援体制整備事業の実施 
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社会福祉法第 106 条の４第 2 項 (抜粋) 

(重層的支援体制整備事業) 

市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号

に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことが

できる。 

2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に

基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世

帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的

かつ重層的に整備する事業をいう。 

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、

利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに

高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令

で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業 

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第

三号に掲げる事業 

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業 

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業 

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するも 

のに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問

による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生

労働省令で定めるものを行う事業 

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保する 

ための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相

互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全て

の事業を一体的に行う事業 

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定

めるもの 

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業 

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第

九号に掲げる事業 

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業 

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及び

その世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関

する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的

に行う事業 

五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対

し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決する

ために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制

を整備する事業 

六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域 

住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の

作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業 

 



4 

 

 

社会福祉法第 106 条の４第 2 項 機能 既存制度の対象事業等 

第 1 号 

イ 

相談支援 

【介護】地域包括支援センターの運営 

ロ 【障がい】障がい者相談支援事業 

ハ 【子ども】利用者支援事業 

ニ 【困窮】自立相談支援事業 

第 2 号 参加支援 ○新  

第 3 号 

イ 

地域づくりに向けた 

支援 

【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣

が定めるもの（地域介護予防活動支援事業） 

ロ 【介護】生活支援体制整備事業 

ハ 【障がい】地域活動支援センター事業 

ニ 【子ども】地域子育て支援拠点事業 

柱書 
【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり

事業 

第 4 号 
アウトリーチ等を 

通じた継続的支援 
○新  

第 5 号 多機関協働 ○新  

第 6 号 
支援プランの作成 

(※) 
○新  

 (※) 支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施 
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２ 射水市の重層的支援体制整備事業実施計画 

（１）計画の位置づけ 

この実施計画は、社会福祉法第 106 条の５の規定により、重層的支援体制整備事業の具体

的な支援体制に関する事項について定めるものです。 

本市では、本計画の上位計画である「いみず地域共生プラン（第２次射水市地域福祉計画・

第３次射水市地域福祉活動計画）」（令和３年度～令和１２年度）を令和３年３月に策定してい

ます。基本目標の一つに「自分らしく生活できる仕組みづくり」を設定しており、包括的な相談支

援体制の構築、全庁的な体制整備、制度の狭間の課題解決等の施策を進め、地域住民、関係

団体・関係機関、行政等が協力して地域共生社会の実現に向けて取り組むこととしています。 

さらに、本計画は、重層的支援体制整備事業が属性を問わず、分野横断的な支援を行うもの

であるとともに、高齢、介護、障がい、子ども、生活困窮の既存制度における事業の一部を包括

化して実施するため、「射水市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「射水市障がい者

基本計画」、「射水市子ども・子育て支援事業計画」等との整合性を図ります。 

いみず地域共生プラン   計画の体系より抜粋 

基本理念 みんながつながり支え合う 笑顔でいきいき暮らせるまち 射水 

基本目標 

【基本目標１】 ともに支え合う人づくり 

【基本目標２】 安心して暮らせる地域づくり 

【基本目標３】 自分らしく生活できる仕組みづくり 

【基本目標３】

施策の方向 

１ 包括的な相談支援体制の構築 

２ 全庁的な体制整備 

３ 制度の狭間の課題解決 

４ 更生支援の推進 

５ 福祉分野以外との連携 

６ 福祉サービス事業者への支援 

 

   射水市重層的支援体制整備事業「いみず・みんなで・つなぐっと(good)事業」の実施 

基本目標 
一人も取り残されない包括的な支援体制を整備し、誰もが自分らしく生活

できる仕組みをつくる 

施策 

①世代や属性を問わず断らない相談支援体制の構築 

・関係部署、関係機関との連携体制の構築 

②多機関協働事業の推進 

・多様な支援機関が連携、協働するための調整機能を担う部署の設置 

・相談支援包括化推進員の配置 

③支援が必要な人に支援を届けるための体制の構築 

  ・アウトリーチ支援専門員の配置 

  ・相談支援機関や地域住民等と連携した対象者の把握、情報収集 

④支援が必要な人に参加支援の場を提供するための体制の構築 

  ・参加支援コーディネーターの配置 

⑤多様な地域活動が実施できる地域づくりへの支援 

  ・地域の多様な活動の場との連携 
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（２）計画期間 

      本計画の実施期間は２年間とします。また、「いみず地域共生プラン」の中間見直しを行う 

令和 7 年度に合わせ、実績等を勘案して本計画の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

       

第３次射水市総合計画（R５～R１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「いみず地域共生プラン」（R3～R12） 
第２次射水市地域福祉計画 

第３次射水市地域福祉活動計画 
・射水市成年後見制度利用促進基本計画 

・射水市再犯防止推進計画    

射水市高齢者保健福祉計画・ 

第９期射水市介護保険事業計画 

（R６～R８） 

第３次射水市障がい者基本計画（R６～R１１）・ 

第７期射水市障がい福祉計画（第３期射水市 

障がい児福祉計画）（R６～R８） 

 

 第二期射水市子ども・子育て支援事業計画 

（R２～R６） 

第２次射水市健康増進プラン 

（R2～R６） 

射水市いのち支える自殺対策推進計画 

（H31～R８） 

射水市国民健康保険第３期保健事業実施計画 

（データヘルス計画）・第 4 期特定健康診査等実施計画 

（R6～R１１） 

射水市新型インフルエンザ等対策行動計画 

射
水
市
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画 

いみず地域共生プラン 中間評価 

見直し 

第 1 期 第 ２ 期 
射水市重層的

支援体制整備

事業実施計画 
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３ 重層的支援体制整備事業の実施体制と取組内容 

   

重層的支援体制整備事業は、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する

事業です。関係機関や市民など多様な主体が立場の違いを超えて連携し、各分野の制度や事業の

重なり合いをつくり重層的なセーフティネットを構築することにより、支援の必要な人が制度の狭間に

取り残されることなく、市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、重層的支援体制を

推進します。 

本市では、「包括的相談支援事業」及び「地域づくり事業」は、基本型事業・拠点として、現行の実

施体制・機能を維持しつつ、関係機関の連携強化を図ることにより、属性に関わらず分野を超えた断

らない相談体制の充実を図るとともに、多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行います。 

新規機能となる「多機関協働事業」及び「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」は、地域福祉

課内に担当部署を設置し、直営により実施を開始し、状況を見ながら法人への委託等機能の充実に

ついて検討します。また、「参加支援事業」については、直営又は委託により機能を拡充します。 

 

 

 
 

 
   「いみず・みんなで・つなぐっと（good）事業」には、「good（良い）」という意味と、「ぐっと距離が 

近い感じ」という意味を込めています。 

「つなぐ」をキーワードに、射水市に関わるみんなの距離がぐっと近くなり、誰もが取り残されること 

なく、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる体制づくりを目指します。 

　射水市重層的支援体制整備事業　「いみず・みんなで・つなぐっと（good）事業」

包括的相談支援事業

　　複合課題なし 複雑化・複合化した　　　　　　 　　　調整・支援

　　　課題あり

解決できない場合            

社会とのつながりを回復するための支援

つなぐ

【介護】 地域包括支援センター

【障がい】 地域活動支援センター

【子ども】 こども家庭センター、 保健センター

子ども子育て総合支援センター(子育て支援センター）

【生活困窮】ふくし総合相談センターすてっぷ

相談支援機関

相談者

① 属性を問わない相談支援

ひきこもり支援

・すてっぷカフェ（ひきこもりの人の居場所）

・すてっぷカフェ家族会 など

多様な居場所づくり

居住支援

就労準備支援

【介護】 地域支え合いネットワーク事業

生活支援体制整備事業

きららか射水１００歳体操など

【障がい】 地域活動支援センター

創作的活動、生産活動など

【子ども】 地域子育て支援拠点

【生活困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり

【その他の分野】

世代や属性を超えて相互に交流できる場や居場所の整備

⑤ 地域づくりに向けた支援
「地域支え合いネッ

トワーク共生社会構

築事業」

地域住民がいつで

も気軽に相談できる

体制づくり

つなぐ

地域へ戻す

（つなぐ）

つなぐ

既存のサービス

で対応

重層的支援会議の開催・支援プラン作成

③ アウトリーチ等を通じた継続的支援
伴走型支援によるつながり続ける支援

相談支援機関

各担当課
庁内関係課

相談支援包括化推進員

アウトリーチ支援専門員

② 多機関協働

相談支援機関 担当課

連携

連携

保健・医療機関

法律機関

消費者相談

教育・若者支援

多文化共生 等

参加支援コーディネーター

④ 参加支援
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事業名 事業内容 

相

談

支

援 

①包括的相談 

支援事業 

・相談者の世代や属性を問わず包括的に相談を受け止める。 

・相談者の課題を整理し、必要な情報提供や他の支援機関と連携して対応する。 

・複雑化・複合化した課題がある時は、支援担当課で調整・支援し、解決できな

い場合は多機関協働事業へつなぐ。 

②多機関協働 

事業 

・市全体で包括的な相談支援体制を構築する。 

・重層的支援体制整備事業の中核を担い、全体調整を行う。 

・支援担当課等からつながれた、複雑化・複合化した相談事例の課題を整理し、

支援関係機関の役割分担等を行う。 

③アウトリーチ

等を通じた継

続的支援事業 

・支援の届いていない人に支援を届ける。 

・地域や関係機関とのつながりから潜在的な支援対象者や相談者を見つける。 

・孤独・孤立により問題を抱えた人を早期に把握し、意向や事情に配慮した支援

を行う。 

・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く。 

④参加支援 

参加支援事業 

・社会とのつながりを作るための支援を行う。 

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる。 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う。 

⑤地域づくりに向

けた支援 

地域づくり事業 

・世代や属性を超えて相互に交流できる多様な場や居場所を整備する。 

・交流・参加・学びの機会を生み出すため個別の活動や人をコーディネートする。 

・多分野のつながりから地域における活動を活性化させる。 
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（１） 相談支援 

区分 実施事業 実施体制  

 

包  

括  

的  

相  

談  

支  

援  

事  

業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援セ

ンターの運営 

[第１号のイ] 

地域包括支援センター 

対象者 ６５歳以上の高齢者等 

実施方式 委託：社会福祉法人 

圏域 市内６か所 

支援機関 地域包括支援センター （新湊西、新湊東、小

杉・下、小杉南、大門、大島） 

保健師（看護師）、社会福祉士、主任介護支

援専門員を配置 

事業内容 総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・

継続的ケアマネジメント支援業務、第１号介護

予防支援事業、介護予防ケアマネジメント等

を行う。 

担当課 地域福祉課 

指標：延べ相談回数 

（令和 4 年度：１２，８５２回） 

既
存
事
業 

障がい者相談支

援事業 

[第１号のロ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者等相談支援事業 

対象者 障がいのある人及びその家族等 

実施方式 委託：社会福祉法人、ＮPO 法人 

圏域 市内４か所 

支援機関 地域活動支援センター（相談支援事業者）  

計４か所 

事業内容 福祉サービスの利用援助、社会資源を活用す

るための支援、社会生活力を高めるための支

援、ピアカウンセリング、権利擁護のために必

要な援助、専門機関の紹介等を行う。 

担当課 社会福祉課 

指標：延べ相談回数 

(令和 4 年度実績：７，１８１回） 

既
存
事
業 
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区分 実施事業 実施体制  

 

包  

括  

的  

相  

談  

支  

援  

事  

業  

 

利用者支援事業 

[第１号のハ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者支援事業 

 基本型 こども家庭センター型 

対象者 子ども及びその保護者等 

実施方式 直営 直営 

圏域 市内 1 か所 市内 1 か所 

支援機関 市立子育て支援セン

ター 

保育コンシェルジュ 

保健センター 

こども家庭センター 

事業内容 保育園の利用者や

入所希望者からの相

談対応や情報提供、

利用支援等を行う。 

妊娠期から子育て期

にわたるまでの母子

保健や育児に関する

相談対応等を行う。ま

た、子ども家庭支援員

と保健師等が連携・

協力しながら一体的

支援を行う。 

担当課 子育て支援課 保健センター(母子保

健担当) 

子育て支援課（児童

福祉担当） 

指標：延べ相談件数  

基本型              (令和 4 年度実績：  912 件） 

こども家庭センター型  (令和 4 年度実績：3,269 件） 

既
存
事
業 

生活困窮者自立

相談支援事業 

[第１号のニ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立相談支援事業 

対象者 生活に困窮している又は生活困窮の可能性

のある人及びその家族等 

実施方式 委託：社会福祉法人 

圏域 市内１か所 

支援機関 ふくし総合相談センターすてっぷ 

事業内容 生活困窮者の抱える相談、多様な課題の包

括的な受け止め、自立までの継続的な支援等

を行う。 

担当課 社会福祉課 

指標：新規相談件数 

（令和 4 年度実績：５０件） 

既
存
事
業 
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区分 実施事業 実施体制  

 

多 

機 

関 

協 

働 

事 

業 

多機関協働事業 

[第５号・第６号] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援包括化推進員の配置 

重層的支援会議等の開催 

対象者 複雑化・複合化した課題を抱えている人及び 

支援機関 

実施方式 直営 

圏域 市内全域 

人員配置 4 人 

事業内容 各相談支援関係機関や担当課等と連携、調

整しながら、重層的支援会議の開催、支援の

方向性や役割分担の決定、支援プランの作成

等により、複雑化・複合化した課題の解決に

向けた支援を行う。 

担当課 地域福祉課 
 

新
規
事
業 

ア 
ウ 
ト 
リ 
❘ 
チ 
等 
を 
通 
じ 
た 
継 
続 
的 
支 
援 
事 
業 

アウトリーチ等を

通じた継続的支

援事業 

〔第 4 号〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトリーチ支援専門員の配置 

対象者 複雑化・複合化した課題を抱えているが支援

が届いていない人 

実施方式 直営 

圏域 市内全域 

人員配置 2 人 

事業内容 アウトリーチ支援専門員を配置し、相談支援

関係機関や地域の人と連携を図りながら情

報収集を行い、信頼関係の構築に向け、家庭

訪問、同行支援等によりつながり続ける伴走

的支援を行う。 

担当課 地域福祉課 
 

新
規
事
業 
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（２） 参加支援 

区分 実施事業 実施体制 
 

 

参 

加 

支 

援 

事 

業 

参加支援事業 

〔第 2 号〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加支援コーディネーターの配置 

対象者 制度の狭間にあり社会参加につながらない

人 

実施方式 直営 

人員配置 1 人 

事業内容 参加支援コーディネーターを配置し、要支援

者に対する参加支援メニューの提供、居場所

機能等の受け入れ先のための調整、関係づ

くりを行う。 

担当課 地域福祉課 

 

 

新
規
事
業 

 

 

・関連する事業 

ひきこもりサポート事業 

指標： すてっぷカフェ利用者延べ人数  

 (令和 4 年度実績：４０人） 

対象者 ひきこもり状態にある人及びその家族等 

実施方式 委託：社会福祉法人 

圏域 市内全域 1 か所 

支援機関 ふくし総合相談センターすてっぷ 

業務内容 ひきこもり支援ステーションとして、ひきこもり

状態にある人やその家族等への理解や相談

支援を行い、ひきこもりなどの生きづらさを抱

える人が集まる居場所づくり、地域のネットワ

ークづくり等を一体的に行う。 

担当課 社会福祉課 

既
存
事
業 
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（３）地域づくりに向けた支援 

区分 実施事業 実施体制  

 

地

域

づ 

く 

り

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域介護予防活

動支援事業 

[第３号のイ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域介護予防活動支援事業 

対象者 ６５歳以上の高齢者及びその支援活動に関わ

る人等 

実施方式 直営、委託：社会福祉法人 

圏域 市内全域（地域振興会単位） 

事業内容 定期的な利用が可能な地域の通いの場づく

りを支援する。また、きららか射水 100 歳体操

の普及・定着の支援、グループ活動が継続で

きるよう支援を行う。 

担当課 地域福祉課、保健センター 

指標：100 歳体操活動グループ数及び参加率 

（令和 4 年度末実績：1４６グループ、７．５％） 

既
存
事
業 

 

地域支え合いネットワーク事業 

対象者 65 歳以上の高齢者等 

実施方式 直営 

圏域 地域振興会単位 

事業内容 高齢になっても、支援が必要となっても、安心

して住み慣れた地域で生活できるよう地域で

の支え合い体制づくりを支援する。 

担当課 地域福祉課 

指標：地域支え合いネットワーク事業実施地域数 

（令和 4 年度実績：２６地域） 

既
存
事
業 

 

地域支え合いネットワーク共生社会構築事業 

対象者 市民 

実施方式 直営 

圏域 地域振興会単位 

事業内容 高齢者、子ども、障がい者、困窮者など世代や

属性に関係なく、地域の様々な人が集い、相

談支援や地域課題を共有するプラットフォーム

を創出するための支援を行う。 

担当課 地域福祉課 
 

既
存
事
業 
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区分 実施事業 実施体制  
 

地

域

づ 

く 

り

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援体制整

備事業 

[第３号のロ] 

生活支援体制整備事業 

対象者 65 歳以上の高齢者等 

実施方式 直営、委託：社会福祉法人 

圏域 第 1 層（市内全域） 市内 1 か所 

第 2 層（包括圏域） 市 内 ６か所 

事業内容 生活支援コーディネーターを配置し、定期的な

情報の共有・連携強化の場を設置することに

より、高齢者の地域での一体的な生活支援等

サービスの提供ができる地域支え合いネット

ワーク事業の支援を行う。 

担当課 地域福祉課 
 

既
存
事
業 

地域活動支援セ

ンター設置事業 

[第３号のハ] 

地域活動支援センター 

対象者 障がい者等 

実施方式 委託：社会福祉法人、ＮPO 法人 

圏域 市内全域 

支援機関 機能強化型(1 型)：1 か所 

基本型：3 か所 

事業内容 障がい者等の通いによる創作的活動又は生

産活動等の機会の場を設置する。 

機能強化事業では、医療・福祉及び地域の

社会基盤との連携強化のための調整、地域

住民ボランティアの育成、障がいに対する理

解促進を図るための普及啓発等を行う。 

担当課 社会福祉課 

指標：地域活動支援センター設置数及び利用者数 

 (令和 4 年度実績：４か所、延べ利用人数４，７１７人） 

 

既
存
事
業 
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区分 実施事業 実施体制  
 

地

域

づ 

く 

り

事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援

拠点事業 

[第３号のニ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子育て支援拠点事業 

対象者 子育て中の親子等 

実施方式 直営、委託 

圏域 市内 9 か所 

支援機関 子育て支援センター 

市立 1、民間７、連携型（民間）１施設 

事業内容 子育て親子の交流の場の提供と交流の促

進、子育て等に関する相談援助、情報の提

供、子育て支援に関する講習等を行う。 

担当課 子育て支援課 

指標：子育て支援センター延べ利用者数 

 （令和 4 年度実績：延べ 22,029 人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

既
存
事
業 

生活困窮者支援

等のための地域

づくり事業 

[第３号柱書] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域支え合いネットワーク共生社会構築事業（再掲） 

対象者 市民 

実施方式 直営 

圏域 地域振興会単位 

事業内容 高齢者、子ども、障がい者、困窮者など世代や

属性に関係なく、地域の様々な人が集い、相

談支援や地域課題を共有するプラットフォーム

を創出するための支援を行う。 

担当課 地域福祉課 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

既
存
事
業 

 

 

（仮称）地域住民主体の活動を支援する担い手の確保事業 

対象者 市民 

実施方式 直営（又は委託） 

圏域 市内全域 

事業内容 地域の支え合い体制構築に向け、地域活動

への参加や、担い手同士のつながりづくりを

促進するため、身近な圏域で市民に対する福

祉制度や地域づくりに関する説明会、研修会

等を行う。 

民生委員の活動しやすい環境を整備するた

め、地域活動の担い手の確保や参加協力を

促す。 

担当課 地域福祉課 

指標：民生委員の結ネット登録割合  

新
規
事
業  
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４ 重層的支援体制整備事業の推進体制 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

政策・施策の 

方向性を協議 

する場 

 

【年 1 回程度】 

〇重層的支援体制整備事業実施計画の各事業の進捗状況確認、評価 

〇社会資源の開発等の方向性の協議 

〇庁内各課や各機関との連携体制の確保、推進に向けた施策の協議 

庁内会議［構成課の課長］ 

  

   

個別事例のプラ

ン評価・協議、 

地域課題（社会

資源）の情報を

共有、施策を検

討する場 

                                   【月 1 回程度】 

〇社会福祉法第 106 条の４第 2 項第 6 号に基づき策定した支援プラ

ンの適切性の協議  

〇プラン終結時等の評価 

〇社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討 

〇地域課題の抽出 

個別事例 ［福祉保健部各課、支援関係機関、関係課等］ 

  

 

個別課題の情

報を共有し、課

題 解 決 に 向 け

た支援について

協議する場 

 

 

【随時】 

※本人の同意がある場合 

〇複雑化・複合化した課題を

抱える世帯（重層的支援

体制整備事業利用者）の

情報共有 

〇支援体制の検討 

［相談内容に関わる関係課、

関係機関の担当者等］ 

 

 

 

 

【随時】 

※本人の同意がない場合 

〇気になる事例の情報提供・

情報共有 

〇課題の早期発見による予

防的措置 

〇見守りと支援方針の理解 

〇緊急性がある事案への対

応 

(1)① 重層的支援個別会議 

（ケース会議） 

 

(2) 支援会議 

（社会福祉法 106 条の６） 

(1)② 重層的支援会議 

(3)① 共生社会推進会議 （重層的支援体制整備事業全体会議） 

※本人から、情報共有の同意が

得られた後は、重層的支援個別会

議に移行 

【年 1 回程度】 

〇関係課（共生社会推進会議の構成課）との地域課題の共有 

〇取組内容の検討 

［構成課の係長等］ 

(3)② 共生社会推進連絡会議 
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(1) 重層的支援会議 

①重層的支援個別会議（ケース会議） 

目 的 本人の同意に基づき、重層的支援体制整備事業による支援を適切かつ円滑に

実施するために会議を設置する。 

内 容 「射水市重層的支援会議設置要綱」による 

・重層的支援体制整備事業利用者の情報共有、支援体制の検討 

構成員 個別ケースに合わせて招集 

・市の関係部署、支援関係機関、関係者 

・必要に応じ、専門的アドバイザー（医師、弁護士、学識経験者）等 

開催時期 必要に応じて随時 

 

②重層的支援会議 

目 的 多機関協働事業者の作成した支援プランの適切性、支援の終結等を協議する

ために会議を設置する。 

内 容 「射水市重層的支援会議設置要綱」による 

・プランの適切性の協議 

・プラン終結時等の評価 

・社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討 

構成員 個別ケースに合わせて招集 

・福祉保健部各課（相談支援推進員） 

・包括的相談支援事業者（地域包括支援センター、地域活動支援センター、自

立相談支援事業） 

・必要に応じ市の関係課等 

開催時期 定期（月１回程度） 

 

(2) 重層的支援体制整備事業の支援会議 

支援会議 

目 的 潜在的な支援対象者や相談者、課題保有世帯にも支援が届けられるよう、社

会福祉法 106 条の６に基づき、本人同意が得られない場合に、支援関係機関

の情報共有や役割分担を行うために会議を設置する。 

内 容 「射水市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱」による 

・支援を図るために必要な情報の交換 

・支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な

支援体制に関する検討等 

構成員 個別ケースに合わせて招集 

・射水市福祉保健部（相談支援推進員） 

・関係課 

・関係機関 

開催時期 必要に応じて随時 
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(3) 連携体制の構築 

重層的支援体制整備事業実施計画の事業全体の調整や、各事業の進捗状況の確認、評

価等を行うとともに、各分野の地域課題を共有し、不足する社会資源の開発等施策の方向性

を協議するため、次の会議を設置します。    

    ア 庁内会議の設置 

①共生社会推進会議 （重層的支援体制整備事業全体会議） 

目 的 部局横断的な連携体制のもと、重層的支援体制整備事業を一体的に実施する

ために会議を設置する。 

内 容 ・重層的支援体制整備事業実施計画の策定、変更等の協議 

・実施計画に記載する事業の進捗状況の確認や評価 

・地域課題の共有、不足する社会資源の開発に向けた取組方針等の協議 

構成員 福祉保健部長、福祉保健部次長、政策調整監（重層支援推進担当）、収納対

策課長、市民活躍・文化課長、生活安全課長、環境課長、地域福祉課長、社会

福祉課長、介護保険課長、保険年金課長、子育て支援課長、こども福祉課長、

保健センター所長、商工企業立地課長、観光まちづくり課長、農林水産課長、建

築住宅課長、上下水道業務課長、学校教育課長、教育センター所長 

開催時期 年 1 回程度 

 

②共生社会推進連絡会議 

目 的 部局横断的な連携体制を確保し、地域課題や不足する社会資源に対応する具

体的な方策を協議、検討するために会議を設置する。 

内 容 ・個別事例から把握した地域課題の共有 

・社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討 

・各分野の事業や課題に連携して取り組むための協議 

構成員 共生社会推進会議の構成課の係長 

開催時期 年 1 回程度 

 

   イ 相談支援推進員の設置 

      包括的相談支援に関する情報の共有を円滑に実施するため、福祉保健部の各課の担当係

長又は担当者（専門職）を「相談支援推進員」とし、多機関協働事業を行う「相談支援包括化

推進員」を中心とした連携体制を構築します。 

      また、相談時に庁内各課及び相談支援機関との連携を円滑にするため、毎年度、業務担当

名簿を作成し、相談支援機関と共有します。 

 

   ウ  職員向け研修の実施 

       参画意識の醸成と、相談対応・支援力の向上を図るための研修会を実施します。 

 

エ  関係諸施策及び関係団体との連携 

       重層的支援体制整備事業の円滑な実施にあたり、次の施策等との連携を図るように努め

ます。 
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    関係施策の例示 

関連施策等 連携した対応が考えられる例 

ひきこもり対策 ・多機関協働事業においてひきこもり状態にある人の支援プランを作成す

る場合に、ひきこもり支援機関に重層的支援会議等の参加を求め、支援内

容を検討する。 

自殺対策 ・多機関協働事業者で把握した自殺の危険性の高い人について、保健セ

ンター等自殺予防に関する相談窓口と連携し、早期に適切な支援を行う。 

児童福祉制度・
DV 被害者支援
施策等 

・従来の支援体制では対応が難しい事例について、多機関協働事業者に

情報提供し、母子・父子自立支援員、子ども家庭支援員、虐待対応専門員

等と連携した支援を行う。 

水道事業 ・水道料金の検針で地域を巡回する場合や、料金の滞納等に関する相談

に応じる場合に、生活困窮や社会的問題を抱えているが支援機関等につ

ながっておらず地域からも孤立していると感じられた場合等に、多機関協

働事業者等に情報提供する。 

地 域生 活定 着
促進事業 

・通所介護や小規模多機能型居宅介護支援事業所において、地域生活定

着支援センターが支援する身寄りのない単身高齢者等に対して、社会との

つながりの段階的な回復や心身機能の維持に向けた支援を行う。 

教育施策 ・学校のスクールソーシャルワーカー等と多機関協働事業の職員が必要な

情報交換を行えるよう、日常的な連携体制を確保し、複雑化・複合化した

課題を抱える児童生徒等の支援を行う。 

・教育と福祉の双方の制度の相互理解を深めるため、支援関係機関間で

情報共有の機会や研修、連絡調整担当の設定等顔の見える関係づくりを

行う。 

子ども・若者育
成支援施策 

・子ども、若者本人に明確な課題はないが、多子世帯等で養育環境や親

の収入、健康の課題を抱えているなど、世帯全体でみると複雑化・複合化

した課題を抱えており、単独の機関で対応が困難と考えられるケースを 

多機関協働事業につなぐ。 

障 が い 保 健 福
祉施策 

・就労継続支援 B 型事業所において、支援のノウハウや人材等を生かし、

障がい福祉サービス支援の対象とならないひきこもり状態の人の就労支

援を実施する。 

生活保護制度 ・包括的相談支援事業者において、本人や世帯の状態から、自立に向けて

生活保護の受給が必要となる可能性が高いと判断し、本人も説明を希望

した場合に、保護の相談等の対応を依頼する。 
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関連施策等 連携した対応が考えられる例 

成 年後 見制 度
利用促進に係る
取組 

・権利擁護支援に課題があるが、本人との信頼関係の構築までに時間を

要する場合に、早めにアウトリーチ支援専門員に相談する等の連携を行

う。 

社 会福 祉協 議
会 及 び民 生 委
員・児童委員等 

・社会福祉協議会が提供する福祉サービス、ボランティアセンターやケアネ

ット活動等の住民のつながりの場を活用する。 

・民生委員による見守り等の支援が有効と考えられる対象者への支援に

関し、当該地区の民生委員が重層的支援会議等に参加し、多機関協働事

業者等と連携した支援を行う。 

地 域 若 者 サ ポ
ートステーション
事業 

・複雑化・複合化した課題を有する 15 歳から 49 歳までの若年無業者、

ニート等の支援対象者に対し、就労支援担当者が重層的支援会議等に参

加し、多機関協働事業者等と連携した支援を行う。 

消 費者 安全 確

保に関する施策 

・消費生活センター窓口において消費者被害に関する相談を受けたとき

に、本人や家族の経済的困窮、障がい、介護、DV など複数の課題を抱え

ている状態の相談者を、支援担当課につなげる。 

・消費者被害の防止に向けた見守りネットワークと連携し、日々の活動の中

で異変を発見した場合に、情報共有しアウトリーチ等を通じた早期の支援

につなげる。 

地 域力 創造 施

策 

・地域おこし協力隊が実施する事業に、支援対象者（ひきこもり状態や障

がい福祉サービスの対象外で一般就労が困難な人等）を受け入れ、社会

参加の場として活用する。 

地方創生施策 ・まち・ひと・しごと創成総合戦略に基づく多様な主体による参画の取組と

連携する。（全世代・全員参加型「生涯活躍のまち」事業、小さな拠点の形

成、地域運営組織の形成、エリアマネジメント活動等） 

・空き家や遊休公共施設を活用した新規の交流イベントを開催し、移住者

や高齢者など地域とのつながりが希薄化しがちな人々の社会参加促進と

地域の活性化につなげる。 

・福祉との接点が少ない人との相互交流を通じて、必要な時に支援が可

能となるような体制をつくる。 

農林水産施策 ・農福連携により、複雑化・複合化したニーズを抱える支援対象者を受け

入れ、自然の中での作業を通じて心身の回復、自己有用感、就労意欲の

向上等につなげ、社会参加に向けた支援を行う。 

・ユニバーサル農園（多世代・多属性が参加する体験農園）を実施し、交

流の場を創出する。 

・農村型地域運営組織（農村 RMO）を活用し、支援対象者の受入れ先を

創出する。 
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関連施策等 連携した対応が考えられる例 

地 域循 環共 生

圏に関する施策 

・リサイクル事業、バイオマス活用事業等において、雇用の場の一部を「中

間的就労の場」として切り出し、支援対象者を受け入れる。 

・地元野菜の有効活用、フードロスの削減の取組の一環として、支援対象

者の居場所への食材提供や、支援対象者が担い手となった運営を行う。 

・地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業に取り組む活動団体と連携・

協働する。 

住宅セーフティ

ネット制度に関

する施策 

・射水市住生活基本計画の施策を推進する。 

・高齢者、低所得者、障がい者、外国人、保護観察対象者等、住宅の確保

に配慮を要する人に対し安全・安心な居住を確保するための支援を行う。 

多 文 化 共 生 に

関する施策 

・ヘルプデスクと連携した相談対応を行う。 

・外国人住民の生活課題への対応を検討する。 

日本語学習支援、地域住民に対する多文化共生の意識啓発、相互に交

流し理解を深める地域づくり等 

 

関係団体の例示 

・教育委員会、学校等      ・保育園、幼稚園等       ・厚生センター 

・児童相談所             ・公共職業安定所        ・シルバー人材センター   

・保護観察所、保護司等    ・民生委員・児童委員等   ・地域おこし協力隊 

・消費者安全確保協議会  等 

 

  オ  支援機関と情報共有するシステムの導入 

       ＩＣＴを活用し、安全かつ効果的に支援に必要な世帯の情報を共有し、関係支援機関間の

連携を図る方法を検討します。 

      ・庁内の各課との情報共有 

      ・外部の支援機関との情報共有 

 

 

(4) 評価 

     重層的支援体制整備事業の目標と評価指標を次のとおり設定します。 

     共生社会推進会議（重層的支援体制整備事業全体会議）において報告し、事業全体の進捗

状況について協議します。 
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   ア 包括的相談支援事業 

     ・基本方針：世代や属性を問わず断らない相談支援体制の構築 

     ・事業目標：単独の機関のみでは対応が難しい相談に、支援関係機関が連携して支援する件

数（割合）の増加 

(単位：件、回) 

項目 ５年度 ６年度 ７年度 

多機関協働事業における相談受付件数 １ １０ ２０ 

支援プランの作成件数 １ ５ １０ 

重層的支援会議の開催回数 １ ５ １０ 

支援会議の開催回数 － １ ２ 

     

  イ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

     ・基本方針：支援が必要な人に支援を届けるための体制の構築 

     ・事業目標：支援が必要な世帯の情報を収集し、関係機関と連携しながら訪問等により対象

者や対象世帯との関係性構築と支援につなげる事例の増加 

(単位：件) 

項目 ５年度 ６年度 ７年度 

地域からの情報等による支援対象者の把

握件数（相談受付件数） 

－ １０ ２０ 

新規プラン作成件数 － ５ １０ 

 

ウ 参加支援事業 

     ・基本方針：支援が必要な人に参加支援の場を提供するための体制の構築 

     ・事業目標：集いの場や居場所、就労体験のできる場など地域の社会資源の把握 

               参加支援の場の提供等の協力者となる関係機関の増加 

               「出口支援」につながる新たな活躍の場や就労体験の場の創設 

(単位：件) 

項目 ５年度 ６年度 ７年度 

参加支援のプラン作成件数 ‐ １ ２ 

 

  エ 地域づくり事業 

     ・基本方針：世代や属性に関わらず、地域住民を対象として多様な地域活動が生まれやすい

環境の整備 

     ・事業目標：活動拠点数の増加 

(単位：地域) 

項目 ５年度 ６年度 ７年度 

地域支え合いネットワーク共生社会構築事

業実施数 

２ ３ ４ 
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５ 参考資料 （重層的支援体制整備事業の実施機関等） 

（１） 包括的相談支援事業  

分野 実施事業 根拠法 担当課 

介護 

高齢 

①地域包括支援センターの運

営 

介護保険法第 115 条の 45 第

2 項第 1 号から第 3 号まで 

地域福祉課 

障がい ②障がい者相談支援事業 障害者総合支援法第 77 条第

1 項第 3 号 

社会福祉課 

子ども ③利用者支援事業 子ども・子育て支援法第 59 条

第 1 号 

子育て支援課 

こども福祉課 

困窮 ④生活困窮者自立相談支援

事業 

生活困窮者自立支援法第 3 条

第 2 項各号 

社会福祉課 

 

  ①地域包括支援センターの運営 

相談機関名 担当地区 受託法人 所在地・連絡先 

新湊西地域

包括支援セ

ンター 

庄西町、港町、庄川本町、本

町、放生津町、中央町、桜

町、西新湊、三日曽根、善光

寺、緑町、塚原地区、作道地

区 

（福）射水万葉会 朴木２１１番地１ 特別養護

老人ホーム射水万葉苑内 

0766-83-7171 

新湊東地域

包括支援セ

ンター 

立町、八幡町、中新湊、二の

丸町、越の潟町、海王町、片

口地区、堀岡地区、海老江

地区、本江地区、七美地区 

（福）射水万葉会 七美８８２番地１ 軽費老人

ホームケアハウス万葉内 

0766-86-8739 

小 杉 ・ 下 地

域包括支援

センター 

三ケ地区、戸破地区、大江地

区、下地区 

（福）小杉福祉会 大江３３３番地１ 特別養護

老人ホーム大江苑内 

0766-55-8217 

小杉南地域

包括支援セ

ンター 

橋下条地区、金山地区、黒

河地区、池多地区、太閤山

地区、中太閤山地区、南太

閤山地区 

（福）小杉福祉会 南太閤山 3 丁目 2 番地１ 

小杉南福祉交流センター

つな～ぐ内 

0766-56-8725 

大門地域包

括 支 援 セ ン

ター 

浅井地区、櫛田地区、水戸

田地区、二口地区、大門地

区 

（福）大門福祉会 中村２０番地 特別養護老

人ホームこぶし園内 

0766-52-0800 

大島地域包

括 支 援 セ ン

ター 

大島地区 （福）射水市社会

福祉協議会 

小島７００番地１ 射水市大

島コミュニティセンター内 

０７６６‐５２‐８０５０ 

      

  ②障がい者相談支援事業 

相談機関名 担当地区 受託法人 所在地・連絡先 

あいネットいみず 全市 （福）射水福祉会 七美７２７番地 

0766-86-８５２２ 

ふらっと 全市 （特非）ふらっと 太閤町 4 番地 

0766-５６-６６６１ 
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つどい 全市 （特非）ワークホーム悠々 三ケ 3721 番地 8 

0766-55-4110 

むげん 全市 （特非）むげん 棚田 59 番地 

0766-52-1737 

      

  ③利用者支援事業 

      相談機関名 担当地区 受託法人 所在地・連絡先 

保健センター 全市 直営 中村 38 番地 

0766-52-７０７０ 

こども家庭センター 新開発 410 番地１ 

 

子ども子育て総合支援センタ

ー（子育て支援センター） 

二口１０８１番地 

０７６６‐５２‐７４１０ 

      

  ④生活困窮者自立相談支援事業 

相談機関名 担当地区 受託法人 所在地・連絡先 

ふくし総合相談センターすてっ

ぷ 

全市 （福）射水市社会福祉

協議会 

戸破４２００番地１１ 

0766-５５-５２０２ 

       

 （２）多機関協働事業・支援プランの作成 

機関名 事業内容 形態 担当課 

多機関協働事業者 

(相談支援包括化推

進員) 

困難事例の課題の解きほぐし、支援関係機関の

役割分担、重層的支援会議の主催、支援プラン

の作成など、事業の中心を担う。 

主に支援者に対する支援を行う。 

直営 地域福祉課 

支援関係機関 

関係課 

支援チームの一員として、重層的支援会議に参

加し、役割分担に応じた支援を実施する。 

－ － 

 

（３）アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 

機関名 事業内容 形態 担当課 

アウトリーチ支援専

門員 

・支援関係機関や地域住民等の地域の関係者と

の連携を通じた情報収集 

・事前調整 

・関係性構築に向けた支援 

・家庭訪問及び同行支援 

直営 地域福祉課 

 

（４）参加支援事業 

機関名 事業内容 形態 担当課 

参加支援コーディネ

ーター 

・相談受付、プラン作成 

・資源開発、マッチング 

・定着支援、フォローアップ 

直営 地域福祉課 
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   参加支援に関連する事業 

名称 所在地 運営主体 連絡先 

すてっぷカフェ 戸破４２００番地１１ （福）射水市社会福祉協議会 0766-５５-５２０４ 

    

（５）地域づくり事業 
分野 実施事業 根拠法 担当課等 

介護 

高齢 

①地域介護予防活動支援事業 

②生活支援体制整備事業 

介護保険法第 115 条の４

５第 1 項第 2 号、第 5 号 

地域福祉課 

保健センター 

障がい ③地域活動支援センター事業 障害者総合支援法第 77

条第 1 項第 9 号 

社会福祉課 

子ども ④地域子育て支援拠点事業 子ども・子育て支援法第

59 条第 9 号 

子育て支援課 

困窮 ⑤生活困窮者支援等のための地域

づくり事業 

生活困窮者自立支援法第

3 条第 2 項 

社会福祉課 

地域福祉課 

 

  ①地域介護予防活動支援事業 

実施内容 実施場所 実施体制 

地域支え合いネットワーク事業 地域振興会 26 か所 地域振興会に補助 

地域支え合いネットワーク共生社

会構築事業 

地域振興会２か所 

（七美、太閤山） 

地域振興会に補助 

きららか射水 100 歳体操普及事

業 

各地区 市及び地域包括支援センターの職

員が普及型・定着型の支援を実施 

（福）射水万葉会 

（福）小杉福祉会 

（福）大門福祉会 

（福）射水市社会福祉協議会 

地域ふれあい介護予防事業 いきいき長寿館 （福）射水万葉会 

 

②生活支援体制整備事業 

実施内容 実施地区 受託法人等 

第１層生活支援コーディネーター

の配置 

市全域 直営 

第2層生活支援コーディネーター

の配置 

地域包括支援センター圏域 

（新湊西、新湊東、小杉・下、

小杉南、大門、大島） 

６か所 

（福）射水万葉会 

（福）小杉福祉会 

（福）大門福祉会 

（福）射水市社会福祉協議会 

 

  ③ 地域活動支援センター設置事業 

名称 所在地 運営主体 連絡先 

あいネットいみず 七美 727 （福）射水福祉会 0766-86-8522 

ふらっと 太閤町 4 （特非）ふらっと 0766-５６-６６６１ 

つどい 三ケ 3721-8 （特非）ワークホーム悠々 0766-55-4110 

むげん 棚田 59 （特非）むげん 0766-52-1737 
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④地域子育て支援拠点事業 

名称 所在地 運営主体 連絡先 

射水市 

子育て支援センター 

二口１０８１番地  

キッズポートいみず２階 

直営 ０７６６‐５２‐７４１０ 

海老江こども園 

子育て支援センター 

海老江１０５７番地  

海老江こども園内 

（福）射水万葉会 ０７６６‐８６‐５０５０ 

グランパ 本町三丁目１２番２８号  

カモン新湊ショッピングセン

ター２階 

（特非）新湊くらし

応援団 

０７６６‐８４‐４０７７ 

新湊つくりみち 

子育て支援センター 

殿村１１５番地  

新湊つくりみちこども園内 

（福）浦山学園福

祉会 

０７６６‐８２‐８７８７ 

太閤山 

子育て支援センター 

太閤山８丁目４番地２  

太閤山あおい園内 

（学）鷹寺学園 ０８０‐１９５２‐８９７５ 

ふらっと 太閤町４番地  

地域生活支援交流ハウス 

（特非）ふらっと ０７６６‐５６‐６６６１ 

戸破 

子育て支援センター 

戸破２４７５番地  

戸破児童館内 

 ０７６６‐５５‐０１５４ 

大島つばさ保育園 

子育て支援センター 

新開発３８０番地１  

大島つばさ保育園内 

（福）射水万葉会 ０７６６‐５１‐６０６０ 

射水おおぞら保育園 

子育て支援センター 

小島５１６番地１  

射水おおぞら保育園内 

（福）射水万葉会 ０７６６‐５１‐６２６２ 

   

  ⑤生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

実施内容 実施場所 実施体制 

地域支え合いネットワーク共生社会構築事業（再掲） 地域振興会２か所 地域振興会に補助 

地域住民主体の活動を支援する担い手の確保事業 市内全域 市直営 
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支援の流れ 

（厚生労働省 資料より） 

(６)連携体制の構築 

役割 担当課 関連する事業・業務等 

相談支援包括化推進員 地域福祉課 ・多機関協働に関する調整（重層的支援会議等） 

アウトリーチ支援専門員 ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業利用 

参加支援コーディネーター ・参加支援事業利用 

相談支援推進員 地域福祉課 ・高齢者虐待（在宅）相談対応 

・成年後見制度利用（市長申立・報酬助成） 

・養護老人ホーム入所相談 

・高齢者福祉相談（在宅サービス利用） 

・認知症相談 

・民生委員・児童委員 

・地域生活定着促進事業（保護観察所、保護司） 

・高年齢者の就業（シルバー人材センター） 

・孤独・孤立対策 

社会福祉課 ・障がい者保健・福祉相談支援 

・障がい者虐待相談対応 

・生活困窮者自立相談支援 

・生活保護制度 

・ひきこもり対策 

介護保険課 ・介護保険サービス 

・高齢者虐待（施設）相談対応 

保険年金課 ・高齢者医療、保健 

子育て支援課 ・保育コンシェルジュ 
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役割 担当課 関連する事業・業務等 

・子ども子育て総合支援センター 

・子育て支援サービス 

・ひとり親家庭相談 

・児童虐待相談 

・ヤングケアラー相談 

こども福祉課 ・こども家庭センター 

保健センター ・母子、成人保健 

・子どもの育児、発達に関する相談 

・自殺対策 

共生社会推進会議 

構成メンバー 

収納対策課 ・納税相談 

市民活躍・文化課 ・地域振興会 

・多文化共生施策 

・外国人ヘルプデスク 

・女性相談 

生活安全課 ・消費生活センター、消費者安全確保 

・防犯、交通、免許返納 

環境課 ・ごみ屋敷 

・地域循環共生施策 

商工企業立地課 ・就労支援 

・地域若者サポートステーション事業 

観光まちづくり課 ・空き家活用 

農林水産課 ・農林水産施策 

・農福連携 

建築住宅課 ・空き家対策 

・市営住宅 

・住宅セーフティネット制度（住まい確保のための支援） 

上下水道業務課 ・上下水道料金納付相談 

学校教育課 ・子ども育成支援 

教育センター ・いじめ、不登校、学校生活 

相談支援機関 地域包括支援センター ・高齢者支援 

地域活動支援センター ・障がい者支援 

射水市社会福祉協議

会 

・福祉全般の相談 

・生活困窮支援に関する相談 

・生活福祉資金 

・ひきこもりに関する相談 

・日常生活自立支援事業 

・地区社会福祉協議会 

・ボランティア団体 

・農商福連携 

高岡厚生センター射水

支所 

・精神保健福祉 

・難病 

 


